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　星野公平ニュース

Ｎｏ．１５３　　２０１２年　２　月　２　日

発行　星野公平　　(日本共産党桑名市議団) 
住所　桑名市立花町１－１４－７　電話　２２－２９７５
日本共産党の提案
社会保障拡充と財政危機打開のための財源
どうやって、社会保障拡充と財政危機打開のための財源をつくりだすのか。　　１月２７日の衆院本会議代表質問の中で日本共産党志位委員長は、三つの柱の政策を提案しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ第一の柱は、無駄遣いの一掃と、富裕層・大企業優遇の不公平税制の見直しに、ただちに取り組むことです。浪費型の巨大開発、原発推進予算、米軍への「思いやり予算」をはじめとする軍事費、政党助成金など、無駄遣いに聖域なくメスを入れるべきです。株取引への特別減税をやめ、富裕層に応分の負担を求める税制改正を行うべきです。大企業への新たな減税を中止し、研究開発減税、連結納税制度など、特権的な優遇制度をやめるべきです。増税というなら、まず富裕層と大企業に応分の負担を―これが民主的な税金のあり方です。　　　　　　　　　ｐ第二の柱として、社会保障を抜本的に拡充するためには、それだけでは足りません。つぎの段階では、国民全体で支えることが必要になってきます。その場合も、所得の少ない人に重くのしかかる消費税という不公平税制ではなく、「応能負担」―負担能力に応じた負担の原則、累進課税の原則にたった税制改正によって財源を確保すべきです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ第三は、第一、第二の柱と同時並行で、国民の暮らしと権利を守る「ルールある経済社会」に前進させることです。労働者派遣法の抜本改正をはじめ正社員が当たり前の社会をつくる、最低賃金を大幅に引き上げ「働く貧困層」をなくす、大企業と中小企業との公正な取引のルールづくりに取り組むべきです。それは、大企業にたまった２６０兆円にのぼる内部留保を社会に還流させ、国民の所得を増やし、家計を温め、内需主導の健全な経済成長をもたらすとともに、着実な税収増をもたらします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ日本共産党は、暮らしも、経済も、財政も壊す消費税大増税に、断固として反対をつらぬき、財界にいわれるままに、庶民の暮らしを踏みつけにする政治から、大企業・財界に、もうけにふさわしい社会的責任と負担を求める政治への大転換を求めています。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４００円　　日曜版　月８００円

桑名市議団 星野公平のＨＰは　   http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野）　　　　　　　　　　
１月臨時議会　　山本病院買収等予算と定款・中期目標の変更
地域医療を立て直すという事で、市民病院と山本病院の再編統合を急ぎ、実質山本病院を買収するものです。今回の予算は、再編統合(譲渡)に要する費用（総額）２，３５１百万円です。山本総合病院買収価格（２，３４３百万円）と新病院の基本構想、基本計画の策定業務委託費（７百万円、２年にわたる債務負担があり実質は倍額）です。日本共産党桑名市議団が指摘するのは、【買収関係】で、
① 山本病院の営業権約５億円が不明確。（調査の内容を公表しない。）
② 合併の日が今年４月となっているがスケジュール等はっきりしない。
③ 基本構想・基本計画の策定業務委託の随意契約は不適当。今までの調査内容はすべてオープンにして業者を公募し選定を行うべきです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【定款変更】で、病院の所在地として、山本病院周辺は、０メーター地帯であり、大規模地震の時に４メートルの浸水が予想されており、防災上問題があります。
【中期目標の変更】で、
① 公的医療機関としての責務を無くそうとしている。
② 三重大学依存を改め、人材確保は全国に広めるべき。　　　の以上の点です。
　議員の中からは、儲かる病院にしろと言う意見が多く出ていますが、現在の国の医療システムでは大変な事です。民間の病院が採算に合わないからやらない診療を公的病院は担います。そのために地方自治体は自治体病院（公的病院）に多額の補助金を出しています。今度の定款・中期目標の変更には、桑名市民病院が「桑名市総合医療センター」と名前を変え、公的医療機関としての責務を放棄していくのではないかと危惧されています。そもそも地方独立行政法人化した時が出発です。新病院の基本構想、基本計画の策定に市民の声をどれだけ反映させられるかがこれからの問題です。（保健福祉部長は住民説明会をすると明言。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

桑名市長リコールのお礼

リコールは不成立に終わりましたが、６７５名の受任者、３万５８４３筆の署名頂いた市民の皆様、その他にも温かいご支援と協力をいただいた皆様に深い感謝と心からのお礼を申し上げます。有権者の３分の１に近い市民の皆様から水谷元市長にノーサインが示されました。「桑名市長リコールの会」は、これからも市民の皆様とともに、不正の無い明るく透明な桑名へ、新しい町づくりをしたいと考え、発展していきます。
桑名の介護保険はどうなるのか
昨年末に「桑名市第５期介護保険事業計画・第６期高齢者福祉計画」（素案）が公表され、１月２６日（木）までパブリックコメントが実施されました。２月２日（木）には、桑名市介護保険事業委員会が開催され、最終的な議論がされると思われます。２月６日（月）には、議会の全員協議会で報告され、協議されます。
私（星野公平）は、昨年の６月議会と１２月議会で介護保険について質問してきました。６月議会では、保健福祉部長より、予想される改悪に対して、「できる限り利用者の方が受けるサービスの低下や負担増につながることのないよう、来年度からの事業計画を作成してまいりたい」の答弁を貰っています。
昨年１２月議会の一般質問（４、どうなる介護保険）
【星野】保険あって介護なし、増え続ける介護難民、介護労働者の劣悪な労働実態、どうしたら安心できる制度に変えられるのか、７点について質問します。　　

①　来年度からの保険料の大幅な値上げについて。（基金の取り崩しや一般会計からの繰入を。）　　　 速報 保険料４,０７４円 → ４,７６１円（１７％アップ）
【保健福祉部長】新たな保険料の設定にあたって、基準となる１２.５％以上の繰り入れは考えていない。介護給付費準備基金を取り崩し、繰り入れることで急激な上昇を抑えたい。保険料の段階を更に細分化し、負担能力に応じた保険料になるようにしていくが、保険料の上昇は避けることができない。
【星野】②　利用料について。（高い利用料のために満足な介護が受けられない方が見えます。現在、支給限度額の利用率は桑名市ではどれ位か。充分な介護をするために、市独自の減免制度は。）
【保健福祉部長】在宅サービスの利用率は、限度額に対して約５８％です。利用料の減免は、国の制度に準じて行っている。
【星野】③  介護労働者の実態はどうなっているのか。（重労働の中、低い賃金で働かされていますが、桑名市は実態を把握されていますか。）
【保健福祉部長】「高齢者等実態調査」の結果、従前に比べて各事業所において介護職員の処遇改善が進んでいるのではないかとの認識を持っている。
【星野】④　新しく「定期巡回・随時対応型訪問看護介護」が加わりますが、桑名市での具体的な取り組みはどの様にされますか。
【保健福祉部長】新たに事業計画に取り組み、積極的に取り組んでいく。
【星野】⑤　介護職員の医療行為について。
【保健福祉部長】医師の指示、看護師等との連携の下、ホームヘルパー等の介護職員が一定の研修を修了すれば医療行為ができるようになる。県から「認定特定行為業務従事者認定証」が交付され、必要なケアをより安全に提供し、介護現場におけるニーズ等に十分応えるものと期待している。
【星野】⑥　日常生活圏域毎の取り組みは。（都市マスタープラン作成時の様に、中学校単位で市民の意見を聞くのか。）
【保健福祉部長】市民のニーズ・意見、課題等を整理して、事業に反映していく。年内にパブリックコメントを実施し、広く市民の皆さんの意見を聞く予定。
【星野】⑦　特養ホームなど（泊まれる施設）の増設予定は。
【保健福祉部長】平成２２年９月の県の調査で、特別養護老人ホームの入所待機者は、桑名市で４６２名おられ、その内、施設サービスを受ける必要性の高い在宅高齢者は１００名程度では。地域密着型の特別養護老人ホーム、グループホーム等の増設を考えている。　　　　　　　　（質問は一括して行っています。）
質問の前段で発言を予定していて出来なかった部分
日本の社会保障は、改悪だらけです。医療、年金、生活保護それに介護保険です。社会保障はドンドン削減される一方で、消費税の増税が待っているのが現況です。介護保険の更なる改悪の状況は、（利用者負担増）
１、「要支援１、２」の人の利用料引き上げ（１割→２割負担）
２、ケアプラン（介護計画）作成の有料化（無料→毎月１０００円）
３、一定以上の所得がある人の利用料引き上げ（年金３２０万円以上２割負担）
４、特養ホームなどの相部屋の居住費値上げ（月１万円→１８０００程度に）
５、施設入所を軽減される低所得者が家などの資産を持つ場合の負担増
６、施設に入る「要介護１、２」の人の利用料引き上げ（１割→２一部割負担）
それに、保険料の大幅値上げです。
まだ救われるのは、介護保険は、事業主である桑名市で国の悪政に対抗できる事です。国の言いなりの介護保険の改悪に桑名独自の対応が出来ます。
１２月１日の第１１回介護保険事業委員会では、５期計画の一部素案が示されました。残念ながら、「介護保険サービス量・保険料の推計」「所得段階別保険料」の検討のところが非公開になり、傍聴席より追い出されたのは納得できませんでした。また、問題のある「総合事業」については、介護保険事業委員会で意見をききながら、導入した場合のメリット、デメリットなども含め十分検討し、判断するとして、今回は、「総合事業」を調査研究する期間だと位置づけました。
【パブリックコメントへの主な提出意見】　　　　　　　　　　　ｐ素案に基づいて、以下のような意見をあげましたが、基本は、「在宅への移行」、サービス低下と負担増（一般財源からの繰入れを検討すべき）に反対です。
＊「多くの高齢者が心身の状態に関わらず、住み慣れた自宅での生活を希望している。」とあるが、アンケートによる意識的な誘導ではないか。
＊日常生活圏での聞き取り・懇談は、実施するよう指導されているはずですが、何故行わなかったのですか。
＊「地域包括支援センターの機能を最大限に活かし、・・・日常生活の悩みなどさまざまな不安を気軽に相談できる体制を整備していきます。」とあるが、地域包括支援センターは、中央のように市の直営とすべきではないか。民間への委託で、くらし・生活相談（借金、税の滞納等を含む）に応えていけるのか。
＊「要援護者台帳システムの構築」はどの様にするのか。防災問題としてここでも大きく捉えていくべきではないか。
＊就労等の支援中、「市内企業に対して、高齢者の継続雇用等をはたらきかけていく」とありますが、具体的にどうするのか。市役所自身もすることがあるのではないか。（市の障害者の雇用状況も悪いし）
＊「介護保険事業の充実」になっているのか。「地域包括ケアシステム」とは何かの。「介護者の負担の軽減」になっているのか。具体的に説明が必要と思われます。
＊複合型サービス、新サービスである「定期巡回・随時対応型訪問介護看護と複合型サービス」は、何故初年度から行われないのか。何故１事業所だけなのか。今度の改正の大きな柱ではないのか。等々。
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